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令和３年 第９回 真庭市農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時 令和３年９月１０日（金） 

午前１０時００分から午前１１時００分 

２．開催場所 本庁舎 ２階 大会議室 

３．出席委員（３８人） 

会  長 １９番 矢谷光生 

  職務代理  １８番 石原誉男 

  農業委員  １番 樋口昌子   ２番 池田 実   ３番 田中秀樹   ４番 小田明美 

５番 福島康夫    ７番 山懸将伸   ８番 岡田耕平  １１番 池本 彰 

１２番 新田 孝  １３番 長鉾忠明  １４番 妹尾宗夫  １５番 中島寛司 

１７番 松本正幸 

  推進委員 ２０番 椙原啓二  ２１番 平 義男  ２２番 小林和夫  ２４番 市本裕司 

        ２５番 下山史朗  ２６番 松下 功  ２７番 福島史利  ２８番 太安隆文 

        ２９番 渡邉次男  ３０番 市  登  ３１番 綱本郁三  ３３番 三村訓弘 

        ３４番 高谷明弘  ３５番 岡 俊彦  ３６番 池田琢璽  ３７番 池田和道 

        ３８番 各務和裕  ３９番 東郷朝夫  ４０番 山中正義  ４２番 井上 達 

４４番 佐子ゆかり ４５番 筒井一行  ４６番 石田 勉 

４．欠席委員（８人） 

  農業委員    ６番 澤本基兄  ９番 武村一夫 １０番 中山克己  １６番 綱島孝晴 

推進委員   ２３番 沼本通明 ３２番 長尾 修 ４１番 池田久美子 ４３番 入澤靖昭 

５．議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員の指名について 

  日程第２ 議案第47号 農地法第３条の規定による許可申請書の審議について 

  日程第３ 議案第48号 農地法第４条の規定による許可申請書の審議について 

日程第４ 議案第49号 農地法第５条の規定による許可申請書の審議について 

日程第５ 議案第50号 基盤強化法第１９条の規定による農用地利用集積計画の決定に 

ついて 

日程第６ 報告第20号 農地転用の制限の例外に係る届出について 

日程第７ 報告第21号 農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約について 

その他 

６．農業委員会事務局職員 

  事務局長 金﨑正一 事務局次長 渡辺義和 主幹 杉井正巳 主事 梶原千裕  

加藤真弓 磯田美智子 

７．会議の概要
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（午前１０時００分 開会） 

 

事務局長  皆さん、おはようございます。 

ただいまから令和３年９月総会を開会いたします。 

それでは、会長よりご挨拶をお願いいたします。 

会 長   おはようございます。ご苦労さまです。 

９月に入って、かなり秋めいてまいりましてやれやれというとこでございますけ

ど、８月はかなり気候の変化といいますか、前半はかなり暑くて、非常に厳しい夏

だったんですけど、盆前から長雨が続きまして、２回目の続き雨だという話も出て

おりました。農作物につきましてもかなりの影響が出ておりますし、これからもま

たその影響があるんではないかというふうに思っております。稲刈りのほうも、北

のほうでは進んでいるんだろうというふうに思います。なかなかコロナ禍の下で米

のほうも需要が非常に厳しかった、外食産業が非常に駄目だったわけでございます

けれど、かなりの在庫が残っているということでしょう、かなり価格が怪しくなる

んではないかといううわさも出ております。何とか乗り切らなければならないとい

うふうに思いますけど、いろいろな農業関係におきましても今後の影響があるとい

うふうに思います。農業振興課のほうでも人・農地プランを今回はかなり言われて

おりますし、我々も取り組まなければならないことだろうというふうに思います。

地域でそういう話も進んでいるようでございます。何とか今後に向けまして、その

地域の実情をしっかり捉えた皆さん方の意見を出していただいて、何とか農業、農

村が今後いい方向に向かっていくように皆さんのお力を貸していただきたいという

ふうに思いますんでよろしくお願いいたします。 

それでは、これより９月の総会を開会いたします。よろしくお願いします。 

事務局長  ありがとうございました。 

本日の欠席委員は４名です。６番委員、９番委員、１０番委員、１６番委員より、

その旨通告がありました。よって、ただいまの出席委員は１９名中１５名で定足数

に達しておりますので、９月総会が成立しておりますことをご報告いたします。 

それでは、真庭市農業委員会会議規則第５条によりまして、議長は会長が務めるこ

ととなっておりますので、以降の議事の進行は会長にお願いいたします。 

議 長   それでは、これより議事に入ります。 

本日の議事日程は、そこに書いているとおりでございます。 

日程１、議事録署名委員の指名を行います。 

本総会の議事録署名委員は、会議規則第３５条の規定により、議長において指名さ

せていただくことにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   それでは、議事録署名委員は、１１番、１２番委員を指名いたします。 

日程２、議案第４７号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議についてを議
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題といたします。 

番号１について、事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第４７号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議について。 

１ページをお開きください。 

本日審議していただく案件は４件でございます。農地法第３条第２項の各号におき

ましては、申請書によって審議しました結果、全件とも該当しないため、許可要件

の全てを満たしていると考えます。 

番号１でございますが、まず議案の修正をお願いします。備考欄に売買価格１０ア

ール当たり１４万１，０００円とご記入ください。大変申し訳ありませんでした。 

市外の譲渡人が、農業廃止により、北房の譲受人に、申請農地、畑３筆７０９㎡

を、売買によります所有権の移転の申請でございます。ご審議方よろしくお願いし

ます。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、１７番委員さんから説明をお願いいた

します。 

１７番委員 議長。 

議 長   はい、１７番委員。 

１７番委員 １７番です。 

番号１につきましてご説明いたします。 

９月６日に現地確認を譲受人との立会いの下に行いました。権利移転する事由の詳

細ですが、譲渡人の両親が生前住んでいた譲渡人の所有する家屋と敷地を購入する

にあたり、この農地も同時に購入することが条件のため、譲受人が購入するもので

す。現在では荒れ果てた畑を草刈りなどをして手入れされています。譲受人の耕作

状況等ですが、譲受人は落合地区で農地を借り、菊の栽培を行っています。管理

機、刈り払い機などを所有しています。購入する農地は譲受人の自宅の周りにあり

ます。畑のほうは長年耕作されていませんでしたので草刈りをして管理をし、でき

れば家庭菜園にしたいそうです。その他指摘事項もありません。よろしくご審議く

ださい。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号２でございますが、市外の譲渡人が、農業廃止により、落合の譲受人に、申請

農地、田３筆６，６５０㎡、畑３筆８７３㎡を、売買によります所有権の移転の申

請でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２５番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２５番推進委員 議長。 
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議 長   はい、２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番推進委員です。 

審議番号２につきまして、８月２８日に譲受人立会いの下、現地確認を行いまし

た。権利移転する事由の詳細ですが、譲渡人は大阪と岡山両方に住み、農業をこの

地でしていましたが、７年前から親の介護のため大阪に帰り、農地は地元の人に管

理を依頼していましたが、地元の人も５年ほど前から一部しか管理ができておら

ず、荒れ地となっていました。その中、譲受人が子供の生活環境のために周囲に家

がない場所を探していたところ、譲渡人の家の購入の話がまとまり、譲受人が家屋

と農地を取得するものです。譲受人の耕作状況ですが、譲受人は本人と子供３人の

４人暮らしで、管理機２台、草刈り機２台を所有しており、不足の機械は中山間地

域のため、地元の農家の協力を得ながら農作業に従事をすると言っていました。申

請地取得後も必要な農作業に従事すると認められます。また、話をしている中、農

業に対する意欲は、若い女性なんですけど、すばらしいものがありました。その他

指摘事項はありません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号３でございますが、勝山の譲渡人が、農業廃止により、同じく勝山の譲受人

に、申請農地、田１筆１，１２２㎡を、贈与によります所有権の移転の申請でござ

います。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３６番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３６番推進委員 議長。 

議 長   はい、３６番推進委員。 

３６番推進委員 ３６番でございます。 

番号３につきまして、８月２９日に農業委員さんと２人で譲受人、譲渡人、双方立

会いで現地確認を行いましたのでご報告いたします。権利移転の事由でございます

が、譲受人と譲渡人は同一地区の者でございます。譲渡人は東京都に家族と在住し

ていましたが、一昨年実家の弟さんが急死したことにより急に相続することになり

ました。しかし、農業を続けるということはできません。しかし、近くの農地の周

りの方々に迷惑をかけちゃいけないというようなことで知人にお願いしまして農地

の管理をしておりましたけど、大変苦労しておりました。そういう中で譲受人か

ら、自分のちょうど家の前１０ｍのところにある水田でもあり、私に耕作させても

らえないだろうかというような話がございまして、権利移転することになりまし

た。譲受人の耕作状況でございますが、現在会社員ですが、両親と３人で生活し、

農業も現在９反７畝の耕作をしております。農機具もトラクター、コンバイン、田

植機、乾燥機など一式所有しておりますので、また今後につきましても耕作を続け

るという考えであり、問題は全くないというように思います。その他指摘事項もご
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ざいません。審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号４について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主事 番号４でございますが、美甘の譲渡人が、同じく美甘の譲受人に、申請農地、田６

筆５，６００㎡、畑２筆２７２㎡を、贈与によります所有権の移転の申請でござい

ます。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３７番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３７番推進委員 議長、３７番。 

議 長   はい、３７番推進委員。 

３７番推進委員 それでは、番号４の案件につきまして説明させていただきます。 

９月４日に自宅に参りまして、譲渡人と寄りまして聞き取り調査を行いました。譲

渡人は８１歳という高齢になり、農業をすることがだんだんきつくなっておりまし

て、この際息子に譲り渡したいなということでこの農地を一括贈与でございます。

農業に必要な機械等は整備されておりまして、何も問題はないと思われます。その

他指摘事項はございませんのでよろしくご審議方お願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

はい、それでは、事務局。 

事務局主事 失礼します。ごめんなさい、もう一件修正をお願いします。 

番号３なんですけれども、耕作面積を２０と書かせていただいておりますが、こち

らの２０が真庭市内に所有の面積で、先ほど委員さんの発表にもありましたように

新見市にも７反９畝所有されておりますので、ごめんなさい、こちらの耕作面積の

ほうを合わせて９９と修正をお願いいたします。 

議 長   それでは、修正をお願いいたします。 

それでは、これより議案第４７号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第４７号、農地法第３条の規定による許可申請書の審議については、

原案のとおり可決されました。 
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続きまして、日程３、議案第４８号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議

についてを議題といたします。 

番号１について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局次長 議案第４８号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議について、本日審議し

ていただく案件は７件でございます。 

２ページをお開きください。 

番号１でございます。 

申請人（北房）は、世帯で車を３台所有していますが、既存の駐車場が１台分しか

ないため、他の２台はやむを得ず住宅の前や敷地内の空いた場所へ駐車していま

す。入出庫の際、切り返しを何度も繰り返さなければならず大変不便であることか

ら、住宅の前の申請地、畑１筆１４６㎡を、駐車場として転用申請するものです。

農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、８５万円。費用の内訳

として、自己資金８５万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、断面図、被害

防除計画書が提出されています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。

ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２１番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２１番推進委員 議長。 

議 長   はい、２１番推進委員。 

２１番推進委員 ２１番推進委員です。 

番号１につきまして、去る８月２９日に申請人立会の下、現地調査を行いました。

転用しようとする事由の詳細についてですけども、先ほど事務局から報告があった

とおりであります。申請人は長年にわたって申請地で家庭菜園を栽培してこられま

したけれども、子供夫婦の孫が自宅から通勤するようになりまして、現在の駐車場

では手狭になりました。申請地も自宅前にあり、非常に便利な位置にあります。ま

た、近隣の住宅に囲まれており、申請人も高齢ということで十分農地を管理できな

くなったことから、今回駐車場とする申請を行うものです。続いて、申請地の位置

ですけども、申請地は申請人の自宅前に位置しております。周囲の状況ですけど

も、申請地は自宅前にあるということで、周囲の状況としては住宅地と市道に囲ま

れたところに位置しておりまして、周辺の住宅に支障をきたすようなことはないと

思われます。また、日照、通風等にも支障をきたす農地ではないので、周辺に農地

はありませんけれども、そういったところについての支障もないというふうに思わ

れます。その他指摘事項についてはございません。ご審議方よろしくお願いいたし

ます。 

議 長   ありがとうございました。 
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続きまして、番号２について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 番号２です。 

申請人（落合）は、現在の墓地が山中にあるため、墓参りや管理が困難なことか

ら、畑１筆２０㎡を、墓地用地にするため、転用申請するものです。申請地の農地

区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、１８５万円。費用の内訳と

して、自己資金１８５万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、断面図、被害

防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。

ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３０番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３０番推進委員 議長、３０番推進委員です。 

議 長   はい、３０番推進委員。 

３０番推進委員 番号２について説明させていただきます。 

去る８月２９日、申請人の立会いの下、調査してまいりました。現在使用している

墓地は山の中にあり、年間を通し草刈りとか枯れ葉の清掃とか、大変な労働力が必

要でした。最近母親も亡くなり、一段と負担が増えてきました。そこで、母の死を

機に墓地を管理しやすい家の近くに移転するものです。申請地の位置につきまして

は、県道目木大庭線大庭地内の自宅のそばで、周囲は畑、お寺、民家が点在してい

ます。周囲の状況は、東はお寺の建物、西は自宅、南は自宅の倉庫、北は畑となっ

ております。周辺農地への影響は、日当たり、通風等、問題はないものと思いま

す。その他指摘事項はありません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３、番号４につきましては関連する内容ですので、事務局より一

括して説明をお願いします。 

事務局次長 ３ページをお開きください。 

３ページの番号３と４は隣接して関連しておりますので一括してご説明させていた

だきます。 

申請人（番号３、４の久世）は、それぞれ農業を営んでおりましたが、どちらも自

宅から離れた場所であること、また高齢となったことから耕作ができなくなったた

め、農地の有効活用を目的に、番号３は申請地、畑１筆８２９㎡を、番号４は申請

地、畑１筆５２５㎡を、それぞれ太陽光発電施設用地とするため、転用申請するも

のです。農地区分は、番号３、４どちらも３種農地と判断されます。転用に伴う費

用は、番号３は７００万円、番号４は４４０万円。費用の内訳として、番号３は自

己資金７００万円、番号４は借入金４４０万円。添付書類は、番号３、４どちらも

土地利用計画図、平面図、再生可能エネルギー発電事業計画認定書の写し、中国電

力との契約書類、被害防除計画書が提出されています。申請地周辺に影響を受ける

農地はございません。ご審議方よろしくお願いします。 
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議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３番委員さんから説明をお願いいたし

ます。 

３番委員  議長。 

議 長   はい、３番委員。 

３番委員  ３番です。 

番号３、４について報告いたします。 

去る９月２日、申請人立会いの下に現地確認を行いました。番号４については、３

番の方にお任せするということで電話で確認しております。転用しようとする事由

の詳細ですが、先ほど事務局のほうから詳しく説明があったようなんですが、ダブ

るとこがありますが、申請地は居住地から離れており、以前から休耕地にしてお

り、草刈り等農地の管理に苦慮しておりましたが、農地の有効利用を図るため、こ

のたび太陽光発電施設を設置することにしたものです。４番についても管理を任さ

れていたことから、話をして同じく太陽光発電を設置することになっております。

申請地の位置等ですが、宮芝グラウンドから東に約３００ｍのところに位置してお

ります。周囲の状況は、東側は宅地、西側は宅地、南側も宅地で、北側は番号４と

重なっております。周囲の農地には影響がないものと思われます。なお、４番につ

きましても同じく宮芝グラウンドから東へ３００ｍのところで３番と並んでありま

す。周囲の状況は、東側は畑、西側は畑、南側は今回申請の３番の隣接地に面して

おります。また、北側は山林で、周囲の農地への影響はないものと思います。その

他指摘事項もないので、ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号５について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局次長 ４ページをお開きください。 

番号５でございます。 

申請人（久世）は、現在の墓地が急峻な山中にあるため、墓参りや管理が困難とな

っていることから、畑１筆２０㎡を、墓地用地にするため、転用申請するもので

す。申請地の農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、４０万

円。費用の内訳として、自己資金４０万円。添付書類は、土地利用計画図、平面

図、断面図、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地

はございません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３１番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３１番推進委員 議長。 

議 長   はい、３１番推進委員。 

３１番推進委員 ３１番です。 

番号５について説明を申し上げます。 

現地確認を８月２９日に行いました。転用しようとする事由の詳細につきまして、
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申請者立会いの下、申請地にて聞き取り調査及び現地調査を行いました。申請者は

現在地図にあります４３１番地に自宅があり、高齢で病気療養中ということであり

ます。現在も墓地はありますが、自宅より９００ｍ離れた場所にあり、墓地まで坂

道の傾斜がきつく、管理するのが困難になってきてるということでございます。そ

こで、自宅の近くにあります所有する土地２０㎡を分筆して墓地にしたいという意

向でございます。新しい墓地に旧墓地を寄せ墓として移転するとのことです。新規

墓地の造成と旧墓地の移転には墓地経営許可と改葬許可等の申請が必要ですが、環

境課へは申請済みであります。また、周辺住民の承認印も提出済みであります。申

請地の位置でございますが、富尾地区の下集会所が地図にあります４３３－１で、

申請人の自宅が４３１、道路を隔てました４３４－１の畑を分筆して４３４－３と

して２０㎡を墓地とするものでございます。４３４－２は申請者が所有する倉庫で

ございます。いずれにしましても、申請地の周りは全て申請者が所有してるという

ことでございます。周囲の状況は、東は畑、西は宅地、南は道路、北も畑。周辺の

農地への影響ですが、周辺農地は申請者の畑地であり問題はないと思われます。ま

た、西側に宅地がありますが、空き地であり、現在使用されておりませんので問題

はないと思われます。その他指摘事項といたしまして、墓地申請許可では半径１０

０ｍ内の住宅等所有者の同意が１００％必要であるということでございますが、全

てクリアいたしております。 

以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号６について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局次長 番号６です。 

申請人（久世）は、家族が増えたことに伴い、車も増えたことから既存の車庫や駐

車スペースに駐車できなくなったため、田１筆３０６㎡に、車庫を建てるため、転

用申請するものです。農地区分は、２種農地と判断されます。転用に伴う費用は、

２００万円。費用の内訳として、自己資金２００万円。添付書類は、土地利用計画

図、平面図、立面図、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受

ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   この案件は私が担当いたしますので、説明をさせていただきます。 

８月２９日に申請者に話を聞き現地を確認いたしました。申請人は本宅で母親が暮

らしており、また別棟で申請人夫婦が暮らしておられましたが、昨年母親が亡くな

られまして、その後に本宅に申請人の娘家族が越してこられまして現在住んでおら

れます。そのため、現在の駐車場では狭いために、隣接する農地を駐車場として転

用して車庫を建てるものでございます。申請地の位置ですが、久世中学校側の三金

やの前、１８１号線の交差点より市道を北へ約３００ｍほど入ったところでござい

ます。周囲の状況でございますが、東が道、西は農地、南は宅地、北は今使用して

いる駐車場でございます。周辺農地への影響ですが、西側に申請人の農地が隣接し
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てありますが、ここへの影響はないものというふうに思われます。その他指摘事項

はございません。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

続きまして、番号７について事務局より説明をお願いいたします。 

事務局次長 ５ページをお開きください。 

番号７でございます。 

申請人（湯原）は、現在の墓地が山際にあるが、西日本豪雨の際に墓地の裏山が崩

壊し土砂の流入により被害を受けたことをきっかけに移転を計画され、畑１筆１９

㎡を、墓地用地にするため、転用申請するものです。申請地の農地区分は、２種農

地と判断されます。転用に伴う費用は、２００万円。費用の内訳として、自己資金

２００万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、被害防除計画書が添付されて

います。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろしくお願い

します。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２番委員さんから説明をお願いいたし

ます。 

２番委員  議長。 

議 長   はい、２番委員。 

２番委員  ２番です。 

現地確認を去る９月２日に申請人立会いの下に行いました。現在の墓地は自宅から

離れており、事務局からも説明がありましたが、西日本豪雨によりまして崩土が流

入し、撤去したものの、今後においても近年の気候変動、異常気象による災害が懸

念されることと本人も高齢化が進み、離れた墓地の管理にも支障をきたすため、自

宅続きの北側の畑２７２－３を分筆して移転し、墓地用地として転用するもので

す。申請地の位置等ですが、下湯原地内国道３１３号線沿いのコンビニローソンか

ら約３００ｍ東側に入った位置、また湯原温泉病院から約３００ｍ北側に位置しま

す。周囲の状況ですが、東が畑、西も畑、南が宅地、北も畑。周辺農地への影響で

すが、東西南北全て自分の土地であり、また日照、通風にも問題なく、他に支障を

きたすことはありません。また、周辺隣地の承諾もいただいているということで

す。その他指摘事項はありません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第４８号を採決いたします。 



11 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第４８号、農地法第４条の規定による許可申請書の審議については、

原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程４、議案第４９号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議

についてを議題といたします。 

番号１について、事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主幹 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主幹 議案第４９号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議について、本日審議し

ていただく案件は４件となっております。 

６ページをお開きください。 

番号１でございます。 

申請人、譲受人（市内法人）は、宅地建物取引業を営んでおり、申請地周辺地域の

宅地化が進んでいることから、田３筆、合計１，７１９㎡を、譲渡人（落合）から

譲り受け、建売分譲地に整備するため、転用申請するものです。申請地は、２種農

地と判断されます。転用に伴う費用は、土地購入７７０万円、土地造成１，０００

万円、建物施設６，６００万円。資金の内訳として、自己資金８，３７０万円。建

蔽率は２６％。５区画で５棟の建売計画となっており、５区画を個別に算出した場

合も２２％以上となっていますので問題ないと判断されます。添付書類として、土

地利用計画図、平面図、立面図、断面図、被害防除計画書が添付されています。こ

の案件につきましては、特定建築条件付売買予定地となっており、一定要件を満た

す場合には建築条件付で土地を売買するケースであっても転用は認められることと

なっております。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろし

くお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２４番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２４番推進委員 議長。 

議 長   はい、２４番推進委員。 

２４番推進委員 ２４番推進委員です。 

去る８月２８日に譲受人及び譲渡人１名の立会いの下、現地にて確認をいたしまし

た。転用しようとする事由の詳細につきましては、譲受人が住宅用地を探していた

ところ、お話ができて、譲渡人と話がまとまりましたので申請するものです。申請

地の位置等についてですが、セブン－イレブン落合福田店から約１５０ｍぐらい西

に入ったところの市道に面した位置にあります。周辺の状況ですが、東が店舗、西

側が農道、そして田んぼです、南側が市道、北が住宅となっております。周辺農地
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への影響ですが、隣接地に農地がありますが、日照、通風に支障をきたすことはな

いと思われます。また、水利組合にも同意を得ております。その他指摘事項はござ

いません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号２について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号２でございます。 

申請人、譲受人（落合）は、建築業を営んでおり、申請地北側に事務所があります

が、駐車場が手狭になったため、申請地、田１筆８４㎡を、譲渡人（落合）から譲

り受け、駐車場に整備するため、転用申請するものです。農地区分は、２種農地と

判断されます。転用に伴う費用は、土地購入２５万円、土地造成１００万円。資金

の内訳として、自己資金１２５万円。添付書類は、土地利用計画図、平面図、断面

図、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はござい

ません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、２５番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

２５番推進委員 議長。 

議 長   はい、２５番推進委員。 

２５番推進委員 ２５番推進委員です。 

審議番号２につきまして、８月２８日に譲受人立会いの下、現地確認を行いまし

た。また、譲渡人には譲渡人の家で話を聞かせてもらいました。転用しようとする

事由の詳細ですが、譲渡人は申請地の草刈りのみの管理をしていましたが、自宅か

ら１キロと離れていて、高齢のため管理が困難となり、また面積も少なく譲渡を考

えていたところ、譲受人と話がまとまり、譲受人が経営する設計会社の駐車場とし

て利用するものです。申請地の位置ですが、国道３１３号線のセブン－イレブンの

福田店より西へ６００ｍ、オハナ建築事務所の目の前に位置します。周辺の状況で

すが、東が宅地、西が県道と市道の合流点、南が県道、北が市道。周辺農地への影

響ですが、道路と宅地に囲まれており、周辺に農地がないので農地への影響はあり

ません。その他指摘事項はありません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号３について事務局の説明をお願いします。 

事務局主幹 ７ページをお開きください。 

番号３でございます。 

申請人、譲受人（市外法人）は、建築業を営んでおります。譲渡人（久世）は、高

齢となり申請地の維持管理が難しくなったため、譲受人（市外法人）は農地の有効

活用を目的に、申請地、田２筆１，４８６㎡を、太陽光発電施設用地に整備するも

のです。農地区分は、都市計画区域の未線引きの用途区域に該当するため、３種農

地と判断されます。土地購入１００万円、建物施設８３６万円。資金の内訳とし
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て、自己資金９３６万円。添付書類として、土地利用計画図、平面図、再生可能エ

ネルギー電気に関する売買契約書、中国電力との契約申込書類、被害防除計画書が

添付されています。申請地周辺に影響を受ける農地はございません。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３番委員さんから説明をお願いいたし

ます。 

３番委員  議長。 

議 長   はい、３番委員。 

３番委員  ３番です。 

番号３について報告いたします。 

去る９月７日に譲受人で法人の担当者に立会をお願いして現地確認を行いました。

転用しようとする事由の詳細ですが、ここ数年高齢になり水稲の作付を行っておら

ず、草刈りなどの水田の維持に苦慮していたところ、譲受人から太陽光発電施設用

地として買上げの話があり、売買の話がまとまったものです。申請地の位置等につ

きましては、遷喬小学校から北に約３００ｍのところに位置しております。周囲の

状況は、東側は私道を隔てて田、西側は宅地、南側は宅地、北側は田となっており

ますが、段差があり周辺農地への影響はないものと思われます。また、その他指摘

事項もないので転用もやむを得ないものと思います。ご審議方よろしくお願いいた

します。 

議 長   ありがとうございました。 

続きまして、番号４について事務局の説明をお願いいたします。 

事務局主幹 番号４でございます。 

申請人、使用借人（久世）は、現在両親と同居していますが、子供の成長に伴い手

狭となり、申請地、畑１筆２８４㎡を、使用貸人（久世）から借受け、住宅及び車

庫を建築するため、転用申請するものです。農地区分は、２種農地と判断されま

す。転用に伴う費用は、土地購入は親子間での使用貸借契約のため０円、土地造成

２００万円、建物施設３，２００万円。資金の内訳として、借入金３，４００万

円。建蔽率は３１％。添付書類として、土地利用計画図、平面図、立面図、断面

図、使用貸借契約書、被害防除計画書が添付されています。申請地周辺に影響を受

ける農地はございません。ご審議方よろしくお願いいたします。 

議 長   それでは、現地調査を行った結果について、３１番推進委員さんから説明をお願い

いたします。 

３１番推進委員 議長。 

議 長   はい、３１番推進委員。 

３１番推進委員 ３１番です。 

番号４につきまして説明申し上げます。 

現地確認は８月２９日に行いました。転用しようとする事由の詳細につきまして、
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使用貸人と使用借人の立会いの下、現地調査、聞き取りを行いました。使用貸人と

使用借人の間柄は親子関係であります。現在は使用貸人の自宅にて同居していると

ころですが、家族構成で大人５人、子供３人、合計８人の同居であります。使用借

人は夫婦、子供２人で４名、使用借人の父親夫婦が２名、姉とその子供１人という

ことで、１つの住宅にて生活しておりますが、子供もそれぞれ大きくなり、手狭に

なってきております。また、プライベートの確保が困難になってまいりました。そ

こで、使用貸人所有の自宅前の畑に住宅を建設予定し、使用貸人の同意ができまし

た。７００番地は使用貸人の自宅であり、７００－１は７００への進入路になって

おります。７０１の建設予定地への進入路は農業用水路に４ｍの進入路用橋を架け

て進入する予定とのことです。地元水利組合の承諾はできているということでござ

います。申請地の位置でございますが、申請地は現在同居しておる使用貸人の自宅

すぐ前です。東は進入路、西は花壇、南は水路及び道路に面しております、北側は

使用貸人の住宅でございます。西側の７０２－２に隣の自宅前に花壇があります

が、７０１と７０２－２の間には小水路があり、日照、通風等の影響はないと思わ

れます。その他指摘事項はございません。ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   ありがとうございました。 

以上をもちまして事務局及び地元委員さんからの説明を終わらせていただきます。 

これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

１２番委員 議長。 

議 長   はい、どうぞ。 

１２番委員 １つだけ教えてください。 

番号３でございますが、太陽光発電の設置ということでございますけども、今まで

は５条というのはなかなか難しかったわけですが、何かこのまま今後とも太陽光発

電というのが増えてくるという可能性があるかと思うんですが、何か特別な判断基

準というか、そういうなのがあれば、我々にもいろいろな問合せがきますので一括

して事務局のほうにお願いしますとかというような何か判断基準が、２種であった

ら駄目だとか、３種だったらよろしいでしょうとか、都市計画区域だったらよろし

いでしょうというような判断基準があれば教えていただきたいと思います。 

事務局主幹 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主幹 それでは、１２番委員さんからの質問ということで、今回の場合は３種農地という

ことで、３種農地ですと５条の申請もオーケーということです。それで、申請があ

った場合は事務局に相談してくださいとお伝え願えたらと思うんですけど、事務局

のほうでも今回の場合は初めてというか、以前も親子間でも５条の申請があったよ

うに思われるんですけど、今回は譲受人が業者とかというのは、いろいろ調べたん
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ですけど今回が恐らく初めてじゃないかなと思われるんですけど、県のほうとかに

も確認したんですけど、実際に転用可能というか、できる見込みがあるものなのか

ということで、例えば電力を購入する業者との売買契約書とか、あと中電との契約

申込書類とか、通常の転用の申請書に添付していただく書類とは別途書類は必要に

なってくるんで、もしご相談があったら事務局のほうに相談してくださいというこ

とを言っていただければと思いますので、うちのほうも個々に本当に転用を申請さ

れて、実際に転用申請どおりに事業をされるのかどうかというのを確認しながら申

請を受付しようと思ってるんで、よろしくお願いしたいと思います。 

議 長   よろしいですか、はい。 

１２番委員 分かりました。ただ一番心配するのが、こういう業者さんというのが一旦やってし

まいますと、倒産とかいろんなことがあるわけですよね。だから、結局やり逃げを

してそのまま、もうあと１０年ほどしたら知らん顔されるという場合も出てくると

思うんですよね。そういうところもある程度は業者の内容とか、そういうとこも調

べる必要があるのかなというふうにも思いますけども、なかなかそれは難しいと思

いますけどね。ケース・バイ・ケースでやられたらええと思うんですけど、今後恐

らくこういう案件が増えてくると思うんですよ。非常に難しい判断を強いられると

思うんですけども、ただあそこが許可したんだから、うちは何で許可できんのなら

ということを、前例から言いますからね。そこら辺を十分注意して、今後とも許可

を与えないといけんのじゃないかなというふうに思われます。 

以上です。 

議 長   ほかにはございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

それでは、これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第４９号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第４９号、農地法第５条の規定による許可申請書の審議については、

原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程５、議案第５０号、基盤強化法第１９条の規定による農用地利用

集積計画の決定についてを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 議案第５０号について、８ページをお開きください。 

議案第５０号、農用地利用集積計画の決定について。 
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このことについて、別紙のとおり農用地利用集積計画を定めるため、農業経営基盤

強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、その決定について審議に付します。 

案といたしまして、令和３年９月１０日付で公告の予定でございます。本日上程さ

れました農用地利用集積計画のうち、利用権設定につきまして全３１筆ございま

す。 

なお、８ページ、番号２１１９－１につきましては、令和２年度利用状況調査で低

利用農地と判定した農地の貸し借りとなっています。貸し借りに至った経緯です

が、労力不足で耕作ができず困っていたところ、近所である使用借人が管理してく

れるということで話がまとまったようです。続きまして、９ページ、番号８０９９

－１につきましては、令和２年度利用状況調査で再生可能な荒廃農地と判定した田

１筆、荒廃農地と判定した田１筆の貸し借りがありました。貸し借りに至った経緯

ですが、使用貸人と使用借人は親戚同士で、高齢になった使用貸人に代わり使用借

人が耕作をするものです。 

以上、全件とも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えます。お目通しの上、ご審議方よろしくお願いします。 

議 長   それでは、お目通しをお願いします。 

それでは、これより質疑に入ります。 

質問のある方は挙手でお願いいたします。 

質疑はございませんか。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

これをもって質疑を打ち切ります。 

これより議案第５０号を採決いたします。 

お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

＜「異議なし」の声＞ 

議 長   異議なしと認めます。 

よって、議案第５０号、基盤強化法第１９条の規定による農用地利用集積計画の決

定については、原案のとおり可決されました。 

続きまして、日程６、報告第２０号、農地転用の制限の例外に係る届出について、

日程７、報告第２１号、農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約

について、これを議題といたします。 

事務局より説明をお願いいたします。 

事務局主事 議長。 

議 長   はい、事務局。 

事務局主事 １１ページをお開きください。 

報告第２０号、農地転用の制限の例外に係る届出については、次の２件がございま

した。添付書類もそろっておりますので受理いたしました。 
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１ページお進みください。 

報告第２１号、農地法第１８条第６項の規定による農地の貸借の合意解約について

は、次の３件がございました。添付書類もそろっていることから受理いたしまし

た。 

以上で報告案件の説明を終了いたします。よろしくお願いします。 

議 長   報告第２０号、報告第２１号について、質問、意見等がございましたらお願いいた

します。 

＜「質疑なし」の声＞ 

議 長   ないようでございます。これらの案件は報告案件でございますので、ご了解いただ

きたいというふうに思います。 

以上をもちまして本総会に付議された案件は全て終了いたしました。 

皆様方のほうから何かございませんか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   ないようです。 

事務局からは、よろしいか。 

＜「なし」の声＞ 

議 長   それでは、９月総会を閉会したいというふうに思いますが、次回１０月総会は１０

月１３日水曜日の午前１０時からですので、よろしくお願いいたします。 

（午前１１時００分 閉会） 

 


